
新 見 市 教 育 委 員 会 １１月定例会 会 議 録 【 公 開 用 】

１ 日 時 令和元年１１月１５日（金） 午後３時３０分から

２ 場 所 新見市役所南庁舎 ３階会議室３Ｃ

３ 出席委員の職・氏名

教 育 長 城井田 二 郎

職務代理者 松 井 健 一

委 員 住 本 克 彦

委 員 溝 尾 妙 子

委 員 長 谷 川 綾

４ 欠席委員の職・氏名 なし

５ 説明のため出席した者の職・氏名

教育部長 鹿 島 隆

教育総務課長 髙 瀬 広 視

学校教育課長 上 田 博 文

生涯学習課長 名 越 伸 明

６ 記 録

午後３時３０分 着 席

（令和元年１１月１５日（金）午後３時３０分から午後５時１２分）
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１ 開 会

２ 教育長あいさつ

３ 前回会議録の承認

髙瀬課長 （新見市教育委員会１０月定例会会議録により、前回会議録の承認、

議案３件、協議・報告４件等について説明を行う。）

城井田教育長 前回会議録は承認と決し、次に教育長報告に移ります。

４ 教育長報告

城井田教育長 （前回の教育委員会以降の主な行事、会議等について報告を行う。）

それでは、 事務局報告をお願いします。

５ 事務局報告

各事務局員 （教育部長、生涯学習課長、学校教育課長、教育総務課長の順に報告

を行う。）

城井田教育長 それでは、「６ 議事」に移ります。

「議第３７号」の説明をお願いします。

６ 議 事

議第３７号 令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助の承認について

上田課長 議第３７号 令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助の承認に

ついて説明させていただきますので、資料をご覧下さい。今回は２世帯

で児童３名について追加申請がありました。資料の１ページに記載して

おりますが、新見市就学援助規則第６条に、準要保護の認定は、その世

帯の前年の所得額が生活保護基準額の１．５倍以下とされているところ

であり、２ページのとおり、当該申請世帯は１．０倍以下の世帯に該当

しますので、認定が適当と考えられます。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、新見市就学援助規則第６条の規定に基づき、基準

を下回るこの世帯について認定することとし、議第３７号は承認としま

す。

次に「議第３８号」の説明をお願いします。

議第３８号 令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助（新入学学用品費入学前支
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給）の承認について

上田課長 議第３８号 令和元年度要保護・準要保護児童生徒就学援助（新入学

学用品費入学前支給）の承認について説明させていただきます。これ

は、来年度の新小学校１年生と新中学校１年生に対する入学学用品費入

学前支給に係る就学援助についてです。資料１ページをご覧ください。

来年度入学予定の小学校１８０名、中学校２４３名の全てのご家庭に周

知し、申請数は７７世帯８５名でした。小学校については３５名、中学

校については５０名の申請がありました。資料２ページに詳細を記載し

ておりますが、新見市就学援助規則における基準である生活保護基準額

の１．５倍以下という基準で算定したところ、認定基準に該当したもの

が６０世帯６５名で、小学校が２５名、中学校が４０名でした。基準に

該当しなかったものが１７世帯２０名でした。以上です。

城井田教育長 これほどの数の基準に該当しない世帯が出るようなことが、過去にあ

りましたか。私の経験では、これほどの数はなかったように思います。

上田課長 申請の背景は不明です。１ページ下段に前年度の支給実績を掲載して

いますが、不認定が９世帯でしたのでほぼ倍になっています。基準倍率

の２倍を大きく超えている世帯からの申請もありますので、とりあえず

出してみようということで出されたのかなと思います。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、新見市就学援助規則第６条の規定に基づき、この

６０世帯について認定することとし、議第３８号は承認とします。

次に「議第３９号」の説明をお願いします。

議第３９号 新見市運動部活動の在り方に関する方針の一部改定及び新見市文化部活動の

在り方に関する方針の策定について

上田課長 議第３９号 新見市運動部活動の在り方に関する方針の一部改定及び

新見市文化部活動の在り方に関する方針の策定について説明させていた

だきますので、資料をご覧ください。運動部活動の在り方に関する方針

は昨年度策定しましたが、この度一部を改定するものです。方針の中に

文化部活動についての記述があったのですが、この後お話しする文化部

活動の在り方に関する方針の策定に関わって、その記述を修正するもの

です。また、５ページに記載していた、朝練習に係る経過措置の記述を

削除しました。この２点が、運動部活動の在り方に関する方針の一部改

正です。文化部活動については新たに案をお示ししていますが、基本的

には運動部活動の方針と同じ考え方で、文化庁から出た方針を基に県の

方針を踏まえ、準ずる形で作成しています。以上です。
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城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

松井職務代理者 文字の使い方で気になるところがあるのですが、文化部活動の方針の

３ページの文中に「公務全体」とありますが、次ページに「校務全体」

と使用している同じ内容の文がありますので、統一した方が良いのでは

ないでしょうか。

上田課長 「校務」に統一したいと思います。

松井職務代理者 そうであれば、運動部活動の方針の２ページにも同じ記述があり、

「公務全体」となっています。また、４ページにも「校務全体」と記述

した文もありますので、統一した方が良いのではないでしょうか。

上田課長 県の基本方針に準じて作成していますので、おそらく前述の「公務全

体」は県の立場で「公務」としており、後述の「校務全体」は学校の立

場で「校務」として使い分けているのではないかと推察しますが、確認

させてください。

松井職務代理者 わかりました。

城井田教育長 運動部活動の方針の５ページ、罫線枠内にある「※４」も削除してお

いてください。

外に委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、議第３９号は承認とします。

次に「議第４０号」の説明をお願いします。

議第４０号 指定学校変更申請の承認について

上田課長 議第４０号 指定学校変更の申請の承認について説明させていただき

ますので、資料をご覧ください。今回は２世帯３名の申請で、まず１番

ですが、家庭の事情による転居で学区がかわったものの、対象児童が最

終学年であるため、友人関係や環境等への適応状況を踏まえ、保護者が

引き続き卒業するまで現学校への通学を希望しているものです。２番と

３番は兄弟です。申請理由に記述していますが、２番の子が学校内の年

上の子にいじめられたことにより不登校状態が続いており、新しい環境

で学校生活を送ることが本人のためになるとの判断から指定校の変更を

希望しているものです。３番については、２番と別々の学校に通学させ

るのではなく、同じ学校に通学させることを希望しているものです。ま

た、３番本人もいじめられた経験があるため、指定校の変更を希望して

います。学校とも連絡を取って、実態も掴んでいます。実態調査等を行
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った結果、学校としてもいじめとして認知して保護者とも話をしたので

すが、学校の子どもへの指導に対する不信感等もつのり、このままでは

いけないとの思いから申請書が提出されました。学校としては、担任、

校長、教頭を通じ、家庭とも話をしましたが、なかなか話が上手くいか

なかったということがあり、保護者が、このような状態なら別の学校に

行くという結論を出されました。変更先の学校にはお子さんと一緒に見

学にも行かれ、納得して決められました。指定校とある程度離れた学校

であるということと、変更先の学区に保護者の身内がお住まいであるこ

とも選ばれた理由だそうです。以上です。

城井田教育長 ただいまの説明について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

松井職務代理者 ２番の子の不登校状態は、いつ頃からだったのでしょうか。

上田課長 １０月中旬に入るぐらいからずっとで、約１カ月です。相談が出たの

は２週間から３週間程度経過した後で、なかなか学校へ行けないのでと

いうことでした。

溝尾委員 学校としては、本人にではなく、いじめに対してどのように対応され

たのですか。

上田課長 いじめという言葉が先行してしまうと、どうしても加害者と被害者と

いう見方をしてしまうのですが、学校は何があったのかという事実確認

を必ずしますので、学校が把握している事案は、にらんだという事実が

あったかどうかはわかりませんが上級生が見たということと、「早くし

なさい。」といったということの２件です。それが意図的だったかどう

かは、学校としては聞き取れなかったものの、今のいじめの認知という

定義としては、一定度の人間関係の中で一方にとって心身的に何かあれ

ばそれはいじめだということになります。学校としては人間関係の修復

についていろいろ考えていったのですが、間に入った学校に対して不信

感を持たれていったようです。

松井職務代理者 ３番の子の理由欄にも、いじめの経験があると記述されていますが、

そのことについても学校は認知していて指導していたという経過はある

のですか。

上田課長 数年前に、誰からかこういわれたとか、こうされたといった事案があ

って、そこで同じような話がされ一定度の理解を得られて現在に至って

いるのですが、こういうことが起こると前にもあったのにちゃんとやっ

てくれていないという言い方になるのだと思います。

城井田教育長 なかなか難しい事案です。訴えがあるといじめと認知するのですが、

最終的に物事を客観的に判断する場合には、いじめではないと判断され
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る場合があるようです。損害賠償に至った場合には、それが判例に影響

する場合もあるようで非常に難しいです。折り合うよう学校も努力した

のですが及びませんでした。

上田課長 先日、保護者が学校に行かれ、「お世話になりました。いろいろとお

世話になりました。」という言葉をいただいたということです。そうい

った報告を受けていることを申し添えます。

城井田教育長 外に委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、議第４０号は承認とします。

次に「報第３４号」の報告をお願いします。

報第３４号 令和元年度新見市成人式について

名越課長 報第３４号 令和元年度新見市成人式について報告させていただきま

す。概要を添付していますが、期日は令和２年１月２日（木）、会場は

まなび広場にいみの大ホールで式典、小ホールで懇親会を実施します。

１２名で構成される新見市成人式実行委員会で、企画運営します。スロ

ーガンは「創生～新しい時代へ～」で、対象人数は２５４人、式典等の

内容については資料のとおりです。以上です。

城井田教育長 ただいまの報告について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、次に「報第３５号」の報告をお願いします。

報第３５号 第３３回新見市スポーツ少年団交歓交流大会について

名越課長 報第３５号 第３３回新見市スポーツ少年団交歓交流大会について報

告させていただきます。開催要項をお配りしていますが、市内の３１団

に呼びかけ、各種スポーツ少年団が一堂に会して綱引きと長なわとびで

交流を深めるため実施するものです。期日は１２月８日（日）９時から

１２時までで、場所は新見市民体育館で開催します。昨年度の参加人数

は約４００名で、指導者も力を入れていて非常に盛り上がったと聞いて

います。以上です。

城井田教育長 ただいまの報告について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、次に「報第３６号」の報告をお願いします。
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報第３６号 第４３回新見市新春ロードレース大会について

名越課長 報第３６号 第４３回新見市新春ロードレース大会について報告させ

ていただきます。この大会についても開催要項をお配りしていますが、

今年度も新見市体育協会の主管の行事で、ＯＨＫスポーツ振興財団の共

催で開催します。期日は令和２年１月３日（金）、防災公園を起点に開

催する予定で、コース等については要項のとおりです。昨年度は、約２

４０名の方に参加いただいています。以上です。

城井田教育長 ただいまの報告について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 無いようですので、次に「報第３７号」の報告をお願いします。

報第３７号 第１６回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会ボランティアスタ

ッフの公募について

名越課長 報第３７号 第１６回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大

会ボランティアスタッフの公募について報告させていただきます。募集

の案内文書をお配りしていますが、従来より中学生のボランティアを募

集して、開会式や大会運営を手伝っていいただいています。大会期間は

次の実行委員会で正式に決定するのですが、令和２年３月２７日（金）

が開会式、翌２８日（土）から３０日（月）で予定しています。以上で

す。

城井田教育長 今年度が９回目で、１０回まで本市で連続開催することとしてスター

トした大会です。

ただいまの報告について委員の皆様から何かご質疑がありますか。

各委員 （無しの声）

城井田教育長 以上で議事は終了しました。

７ 閉 会

城井田教育長 １１月定例教育委員会をこれで閉会します。

長時間ありがとうございました。

（閉会時刻） （午後５時１２分）


